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附
属
書
四
（
第
七
章
関
係
）

金
融
サ
ー
ビ
ス

第
一
条

適
用
範
囲

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
附
属
書
に
お
い
て

「
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
と
い
う
と
き
は
、
第
七
・
二
条

に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
い
う
。

(m)

第
二
条

定
義

１

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、

「
金
融
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
金
融
の
性
質
を
有
す
る
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が

(a)
提
供
す
る
も
の
を
い
う
。
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
、
全
て
の
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
全
て
の
銀
行
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
か
ら
成
り
、
次
の
活
動
を
含
む
。

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

(i)

元
受
保
険
（
共
同
し
て
行
う
保
険
を
含
む
。
）

(A)

生
命
保
険

(aa)
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生
命
保
険
以
外
の
保
険

(bb)
再
保
険
及
び
再
再
保
険

(B)

保
険
仲
介
業
（
例
え
ば
、
保
険
仲
立
業
、
代
理
店
業
）

(C)

保
険
の
補
助
的
な
サ
ー
ビ
ス
（
例
え
ば
、
相
談
サ
ー
ビ
ス
、
保
険
数
理
サ
ー
ビ
ス
、
危
険
評
価
サ
ー
ビ
ス
、
請
求

(D)
の
処
理
サ
ー
ビ
ス
）

銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

(ii)

公
衆
か
ら
の
預
金
そ
の
他
払
戻
し
を
要
す
る
資
金
の
受
入
れ

(A)

全
て
の
種
類
の
貸
付
け
（
消
費
者
信
用
、
不
動
産
担
保
貸
付
け
、
債
権
買
取
り
及
び
商
業
取
引
に
係
る
融
資
を
含

(B)
む
。
）

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

(C)

全
て
の
支
払
及
び
送
金
の
サ
ー
ビ
ス
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
旅
行
小
切
手
及
び
銀
行
小
切
手
を
含
む
。
）

(D)

保
証

(E)

自
ら
の
た
め
又
は
顧
客
の
た
め
に
行
う
次
の
も
の
の
取
引
（
取
引
所
取
引
、
店
頭
取
引
そ
の
他
の
方
法
の
い
ず
れ

(F)
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で
行
わ
れ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）

短
期
金
融
市
場
商
品
（
小
切
手
、
手
形
及
び
預
金
証
書
を
含
む
。
）

(aa)

外
国
為
替

(bb)

派
生
商
品
（
先
物
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
を
含
む
。
）

(cc)

為
替
及
び
金
利
の
商
品
（
例
え
ば
、
ス
ワ
ッ
プ
、
金
利
先
渡
取
引
の
商
品
）

(dd)

譲
渡
可
能
な
有
価
証
券

(ee)

そ
の
他
の
譲
渡
可
能
な
証
書
及
び
金
融
資
産
（
金
銀
を
含
む
。
）

(ff)
全
て
の
種
類
の
有
価
証
券
の
発
行
へ
の
参
加
（
公
募
で
行
う
か
私
募
で
行
う
か
を
問
わ
ず
委
託
を
受
け
た
者
と
し

(G)
て
行
う
引
受
け
及
び
売
付
け
並
び
に
当
該
発
行
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
）

資
金
媒
介
業

(H)

資
産
運
用
（
例
え
ば
、
現
金
又
は
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
運
用
、
全
て
の
形
態
の
集
合
投
資
運
用
、
年
金
基
金
運

(I)
用
、
保
管
、
預
託
及
び
信
託
の
サ
ー
ビ
ス
）

金
融
資
産
（
有
価
証
券
、
派
生
商
品
そ
の
他
の
譲
渡
可
能
な
証
書
を
含
む
。
）
の
た
め
の
決
済
及
び
清
算
の
サ
ー

(J)
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ビ
ス他

の
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
に
よ
る
金
融
情
報
の
提
供
及
び
移
転
、
金
融
デ
ー
タ
の
処
理
並
び
に
関
連
ソ

(K)
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
サ
ー
ビ
ス

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
全
て
の
活
動
に
つ
い
て
の
助
言
、
仲
介
そ
の
他
の
補
助
的
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
信
用

(L)

(A)

(K)

照
会
及
び
分
析
、
投
資
及
び
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
調
査
並
び
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
助
言
並
び
に
企
業
の
取
得
、
再

編
及
び
戦
略
に
つ
い
て
の
助
言
を
含
む
。
）

「
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
」
と
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
又
は
提
供
し
て
い
る
者
を
い
う
。

(b)
た
だ
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
は
、
公
的
機
関
を
含
ま
な
い
。

「
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
金
融
の
性
格
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
既
存
の
又
は
新
た
な
商
品
に
関
連
す
る
サ
ー

(c)
ビ
ス
及
び
商
品
が
納
入
さ
れ
る
態
様
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
っ
て
一
方
の
締
約
国
の
区
域

内
に
お
い
て
は
提
供
さ
れ
て
い
な
い
が
他
方
の
締
約
国
の
区
域
内
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
は
提
供

さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

「
公
的
機
関
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(d)
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締
約
国
の
政
府
、
中
央
銀
行
若
し
く
は
金
融
当
局
又
は
締
約
国
が
所
有
し
、
若
し
く
は
支
配
す
る
機
関
で
あ
っ
て
主

(i)
と
し
て
政
府
の
機
能
の
遂
行
若
し
く
は
政
府
の
た
め
の
活
動
の
実
施
に
従
事
す
る
も
の
（
主
と
し
て
商
業
的
な
条
件
に

基
づ
き
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
従
事
す
る
機
関
を
除
く
。
）

中
央
銀
行
又
は
金
融
当
局
が
通
常
遂
行
す
る
機
能
を
遂
行
す
る
私
的
機
関
。
た
だ
し
、
当
該
機
能
を
遂
行
し
て
い
る

(ii)
と
き
に
限
る
。

「
自
主
規
制
団
体
」
と
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
て
、
自
己
の
又
は
委
任
さ
れ
た
規
制
権
限
又
は
監
督
権
限

(e)
を
行
使
す
る
非
政
府
機
関
（
有
価
証
券
又
は
先
物
の
取
引
所
又
は
市
場
、
清
算
機
関
そ
の
他
の
組
織
又
は
団
体
を
含

む
。
）
を
い
う
。

２

第
七
・
一
条
２

の
規
定
の
適
用
上
、
「
政
府
の
権
限
の
行
使
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
金
融
サ
ー
ビ

(a)

(g)

ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
活
動
を
い
う
。

中
央
銀
行
若
し
く
は
金
融
当
局
が
行
う
活
動
又
は
そ
の
他
の
公
的
機
関
が
金
融
政
策
若
し
く
は
為
替
政
策
を
遂
行
す

(i)
る
た
め
に
行
う
活
動

社
会
保
障
又
は
公
的
年
金
計
画
に
係
る
法
律
上
の
制
度
の
一
部
を
形
成
す
る
活
動

(ii)
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公
的
機
関
が
政
府
の
勘
定
の
た
め
に
若
し
く
は
政
府
の
保
証
の
下
に
又
は
政
府
の
財
源
を
使
用
し
て
行
う
そ
の
他
の

(iii)
活
動

第
七
・
一
条
２

の
規
定
の
適
用
上
、
締
約
国
が
自
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し

又
は

に
規
定
す
る
い

(b)

(g)

(a)
(ii)

(iii)

ず
れ
か
の
活
動
に
つ
い
て
公
的
機
関
又
は
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
の
競
争
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
場
合
に
は
、

「
政
府
の
権
限
の
行
使
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
」
に
は
、
当
該
活
動
を
含
ま
な
い
。

第
七
・
二
条

の
規
定
は
、
こ
の
附
属
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(c)

(k)

第
三
条

国
内
規
制

１

第
七
章
及
び
同
章
に
規
定
す
る
附
属
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置
を
採
用

し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
当
該
措
置
に
は
、
次
の
も
の
を
含
む
。

投
資
家
、
預
金
者
、
保
険
契
約
者
又
は
信
託
上
の
義
務
を
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
負
う
者
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置

(a)

当
該
締
約
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
健
全
性
及
び
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

(b)
２

１
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
第
七
章
及
び
同
章
に
規
定
す
る
附
属
書
の
規
定
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
基
づ
く
当
該
締
約
国
の
義
務
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
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３

第
七
章
及
び
同
章
に
規
定
す
る
附
属
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
に
対
し
、
個
々
の
顧
客
に
関
す
る
事
項
及
び
勘
定

に
関
連
す
る
情
報
、
公
的
機
関
が
所
有
す
る
秘
密
の
情
報
又
は
公
的
機
関
が
専
有
す
る
情
報
の
開
示
を
要
求
す
る
も
の
と
解

し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
条

新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
内
に
設
立
さ
れ
た
他
方
の
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
自
国
の
区
域
内
に

お
い
て
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
附
属
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
一
方
の
締

約
国
が
、
自
国
の
法
律
に
お
い
て
特
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
許
可
す
る
た
め
、
行
政
機
関
、

規
制
団
体
又
は
中
央
銀
行
に
対
し
、
命
令
を
発
出
し
、
又
は
規
制
を
制
定
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

い
。注

釈

第
七
・
五
条
２

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
こ
の
附
属
書
の
第
三
条
１
の
規
定
の
範
囲
内
で
の
信
用
秩

(e)

序
の
維
持
の
た
め
、
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
上
の
及
び
法
的
な
形
態
を
決
定
し
、
並

び
に
当
該
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
許
可
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

支
払
及
び
清
算
の
制
度
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一
方
の
締
約
国
は
、
内
国
民
待
遇
を
確
保
し
つ
つ
、
自
国
の
区
域
内
に
設
立
さ
れ
た
他
方
の
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供

者
に
対
し
、
公
的
機
関
が
運
用
す
る
支
払
及
び
清
算
の
制
度
並
び
に
通
常
の
業
務
に
お
い
て
利
用
可
能
な
公
的
な
資
金
供
与
及

び
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
制
度
の
利
用
を
認
め
る
。
こ
の
条
の
規
定
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
最
終
的
な
決
済
手
段
の
貸
手
の

利
用
を
認
め
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
六
条

自
主
規
制
団
体

一
方
の
締
約
国
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
主
規
制
団
体
が
自
国
の
区
域
内
に
居
住
し
て
い
る
他
方
の

締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
て
内
国
民
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

当
該
一
方
の
締
約
国
が
、
他
方
の
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
自
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
平
等

(a)
に
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
当
該
自
主
規
制
団
体
の
構
成
員
と
な
り
、
こ
れ
に
参
加
し
、
又
は

こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
場
合

当
該
一
方
の
締
約
国
が
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
当
該
自
主
規
制
団
体
に
対
し
て
直
接
又
は
間
接
に
特
権

(b)
又
は
利
益
を
与
え
て
い
る
場
合

第
七
条

透
明
性
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１

各
締
約
国
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
規
制
の
透
明
性
を
促
進
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に

は
、
客
観
的
な
、
か
つ
、
透
明
性
の
あ
る
規
制
に
関
す
る
手
続
を
各
締
約
国
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
に
協
議
す
る
こ
と
を

約
束
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
締
約
国
は
、
次
の
事
項
を
考
慮
す
る
。

両
締
約
国
が
サ
ー
ビ
ス
貿
易
一
般
協
定
の
下
で
及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
場
に
お
い
て
行
う

(a)
作
業規

制
の
透
明
性
、
特
定
可
能
な
政
策
目
的
及
び
明
確
な
、
か
つ
、
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
る
規
制
に
関
す
る
手
続
（
通
知

(b)
さ
れ
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
に
利
用
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
の
重
要
性

２

各
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関

連
す
る
申
請
を
不
備
な
く
行
う
た
め
の
要
件
及
び
手
続
を
利
害
関
係
者
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
。

３

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
免
許
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
当
該
免
許
を
得
る
た
め

の
要
件
及
び
手
続
を
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
。
当
該
締
約
国
の
免
許
に
係
る
法
令
に
基
づ
き
不
備
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
う
た
め
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て
も
、
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
。

４

各
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
こ
の
附
属
書
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
連
す
る
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
則
で
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あ
っ
て
自
国
に
お
い
て
採
用
す
る
も
の
及
び
当
該
規
則
の
目
的
を
事
前
に
公
表
す
る
。

注
釈

締
約
国
は
、
こ
の
４
に
規
定
す
る
規
則
を
事
前
に
公
表
す
る
場
合
に
は
、
電
子
的
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
、
利
害
関
係
者
及
び
他
方
の
締
約
国
が
意
見
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
宛
先
を
提
供
す
る
。

５

各
締
約
国
は
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
程
で
あ
っ
て
自
国
に
所
在
す
る
自
主
規
制
団
体
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
又
は
維
持

さ
れ
る
も
の
を
、
利
害
関
係
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
方
法
で
、
速
や
か
に
公
表
し
、
又
は
公
に
利
用
可
能
と
な
る

こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
。

第
八
条

申
請
手
続

１

一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
提
出
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
関
連
す
る
申
請
を
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
審
査
す
る
。

２

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
審
査
す
る
た
め
に
申
請
者
か
ら
追
加
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
、
申
請
を
審
査
す
る
た
め
に
満
た
す
べ
き
要
件
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
。

３

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
の
要
請
に
応
じ
、
拒
否
の
理
由
を
当
該
申
請
者

に
通
知
す
る
。
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４

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
免
許
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
免
許
を
与
え
る
に
当
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
要
件
が
満

た
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
の
提
出
が
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
不
備
な
く
行
わ

れ
た
こ
と
を
認
め
た
後
、
原
則
と
し
て
六
箇
月
以
内
に
申
請
者
に
免
許
を
与
え
る
。
免
許
を
与
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
六
箇

月
以
内
に
決
定
を
行
う
こ
と
が
実
現
不
可
能
な
場
合
に
は
、
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
そ
の
後
の
合
理
的
な
期
間
内
に
当

該
決
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
。

第
九
条

効
果
的
な
か
つ
透
明
性
の
あ
る
規
制

各
締
約
国
は
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
「
実
効
的
な
銀
行
監
督
の
た
め
の
コ
ア
と
な
る
諸
原
則
」
、
保
険
監
督
者
国

際
機
構
の
基
準
及
び
原
則
並
び
に
証
券
監
督
者
国
際
機
構
の
「
証
券
規
制
の
目
的
と
原
則
」
が
自
国
の
区
域
内
に
お
い
て
実
施

さ
れ
、
か
つ
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
十
条

信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置
の
承
認

一
方
の
締
約
国
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
自
国
の
措
置
の
適
用
方
法
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
協
定
又
は
取
決
め
に

よ
り
、
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置
で
あ
っ
て
第
三
国
又
は
国
際
的
な
規
制
機
関
の
も
の
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
他
方

の
締
約
国
に
対
し
、
同
様
の
規
制
及
び
監
督
が
存
在
し
、
そ
の
規
制
が
同
様
に
実
施
さ
れ
、
並
び
に
適
当
な
と
き
は
当
該
協
定
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又
は
取
決
め
の
当
事
者
間
の
情
報
の
共
有
に
関
す
る
手
続
と
同
様
の
手
続
が
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
の
下
で
、
当
該
協

定
若
し
く
は
取
決
め
へ
の
当
該
他
方
の
締
約
国
の
加
入
に
つ
い
て
交
渉
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
の
協
定
若
し
く
は
取
決
め
に
つ

い
て
交
渉
す
る
た
め
の
機
会
を
十
分
に
与
え
る
。
当
該
一
方
の
締
約
国
は
、
承
認
を
一
方
的
に
与
え
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方

の
締
約
国
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
機
会
を
十
分
に
与
え
る
。

第
十
一
条

情
報
の
移
転
及
び
処
理

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
電
子
的
手
段
に
よ
る
デ
ー
タ
の
移
転
を
含
む
情
報
の
移
転
若
し
く
は
金
融
情
報
の
処
理
又
は

機
器
の
移
転
が
他
方
の
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
通
常
の
業
務
の
遂
行
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
国
の

区
域
内
又
は
区
域
外
へ
の
当
該
情
報
の
移
転
又
は
当
該
金
融
情
報
の
処
理
を
妨
げ
る
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
国
際

協
定
に
適
合
す
る
輸
入
規
則
に
基
づ
く
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
機
器
の
移
転
を
妨
げ
る
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

条
の
規
定
は
、
個
人
情
報
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
並
び
に
個
人
の
記
録
及
び
勘
定
の
秘
密
を
保
護
す
る
締
約
国
の
権
利
を
制
限
す
る

も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
権
利
が
第
七
章
及
び
同
章
に
規
定
す
る
附
属
書
の
規
定
を
回
避
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
な
い

こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
十
二
条

紛
争
解
決
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信
用
秩
序
の
維
持
の
問
題
そ
の
他
の
金
融
の
問
題
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
第
十
六
・
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ

る
仲
裁
裁
判
所
は
、
紛
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
必
要
な
専
門
知
識
を
有
す
る
も
の
と
す

る
。


